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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を提供するための電源装置であって、電子デバイスに電力を供給して前記電子デバ
イスのバッテリーを充電するために前記電子デバイスに連結されるよう構成され、前記電
力を生成するための燃料の供給を受容するよう構成された燃料電池を含み、前記電子デバ
イスに対する判定された電力フローに基づいて、前記電子デバイスの前記バッテリーが完
全充電状態に到達する前に、前記電子デバイスに対する前記電力の供給を中断するよう構
成された制御器をさらに含み、
　前記制御器は、前記電子デバイスに対する電流フローを測定し、前記測定された電流フ
ローに基づいて、閾値電流を判定するように構成され、
　前記電子デバイスは、コンピュータプログラムを備え、前記コンピュータプログラムが
、前記電子デバイスに対し電力を供給するように構成された燃料電池ベースの電源装置を
制御するように構成されており、
　　前記コンピュータプログラムが、前記電子デバイス上で実行されたとき、
　前記電子デバイスを識別することと、
　　ｉ）前記燃料電池ベースの電源装置に対して前記電子デバイスを識別する識別メッセ
ージを前記電源装置に送ること、または、
　　ｉｉ）前記電子デバイスを識別することにより、充電プロファイルを決定し、前記充
電プロファイルを含む充電プロファイル・メッセージを前記電源装置に送ること、
　のいずれかを実行することと、
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を行うよう構成されている、
電源装置。
【請求項２】
　前記制御器は、前記電源装置と前記電子デバイスとの間の前記電流フローが前記制御器
により判定されたゼロより大きい閾値電流より小さいとき、前記電子デバイスに対する前
記電力の供給を中断するよう構成され、
　前記制御器は、前記電子デバイスと前記電源装置との連結時に前記閾値電流を判定する
よう構成され、
　前記制御器は、前記電子デバイスに対する前記電流フローを測定し、前記測定された電
流フローに基づいて、前記閾値電流を判定するよう構成されている、請求項１に記載の電
源装置。
【請求項３】
　前記制御器は、前記電子デバイスが前記電源装置に連結されたときからの事前決定され
た期間に対する前記閾値電流を判定するために前記電流フローを測定するよう構成され、
　前記制御器は、前記測定された電流フローに基づいて、前記電子デバイスを複数のカテ
ゴリーの中の１つのカテゴリーにカテゴライズするよう構成され、各カテゴリーは異なる
閾値電流が関連付けられている、請求項２に記載の電源装置。
【請求項４】
　前記制御器は前記連結された電子デバイスに対して使用するための前記閾値電流を示す
メッセージを受け取るよう構成されている、請求項２に記載の電源装置。
【請求項５】
　前記制御器は、前記制御器に対して前記電子デバイスを識別するための識別メッセージ
を前記電子デバイスから受け取り、前記識別メッセージを使用して、電力を前記電子デバ
イスに供給するときに使用するための前記閾値電流を決定するよう構成されている、請求
項２に記載の電源装置。
【請求項６】
　前記制御器は、前記電子デバイスから充電プロファイル・メッセージを受け取り、前記
充電プロファイル・メッセージを使用して、前記電子デバイスに対して電力を供給すると
きに使用するための前記閾値電流を判定するよう構成されている、請求項２に記載の電源
装置。
【請求項７】
　前記制御器は、前記燃料電池の効率レベルが事前決定された効率レベルより低下するこ
とに基づいて、前記電力の供給を中断すべきときを判定するよう構成されている、請求項
１に記載の電源装置。
【請求項８】
　前記電源装置はポータブル型であり、交換可能な燃料カートリッジを受容するよう構成
されている、請求項１に記載の電源装置。
【請求項９】
　電子デバイスのバッテリーを充電するための、電源装置により供給される充電電流のフ
ローを制御するよう構成された制御器であって、前記電子デバイスがユーザにより使用さ
れているかどうかを含む、前記電子デバイスの動作状態の判定に基づいて、前記電源装置
からの前記充電電流の前記供給を中断するよう構成されている、請求項１に記載の電源装
置。
【請求項１０】
　前記制御器は、前記充電電流の前記供給の中断時に、前記充電電流よりも低く且つ前記
電子デバイスの前記バッテリーを充電するには不十分である動作電流が流れることを可能
にするよう構成されている、請求項９に記載の電源装置。
【請求項１１】
　前記電子デバイスが使用中ではなく機内モードにあることを前記電子デバイスの前記動
作状態が示したとき、前記制御器は前記充電電流の前記供給を中断するよう構成されてい
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る、請求項９に記載の電源装置。
【請求項１２】
　前記制御器は、
　ｉ）前記電子デバイスのプロセッサのプロセッサ利用と、
　ｉｉ）前記電子デバイスのディスプレイ照明器のディスプレイ照明器状態と、
　ｉｉｉ）前記電子デバイスに対するユーザ入力の受容と、
　ｉｖ）周辺光状態と、
　ｖ）動きと、
　ｖｉ）周囲音響レベルと、
のうちの１つまたは複数を判定することにより、前記電子デバイスが使用中であるかどう
かを判定するよう構成されている、請求項９に記載の電源装置。
【請求項１３】
　電子デバイスに電力を供給して前記電子デバイスのバッテリーを充電するために前記電
子デバイスに連結されるよう構成された電源装置であって、前記電力を生成するための燃
料の供給を受け取るよう構成された燃料電池と、前記電源装置が前記電子デバイスに接続
されている間、完全充電状態よりも低い、ユーザによる選択が可能な充電レベルに基づい
て、前記電子デバイスに対する前記電力の供給を自動的に中断するよう構成された制御器
と、を含み、
　前記制御器は、前記電子デバイスに対する電流フローを測定し、前記測定された電流フ
ローに基づいて、閾値電流を判定するように構成され、
　前記電子デバイスは、コンピュータプログラムを備え、前記コンピュータプログラムが
、前記電子デバイスに対し電力を供給するように構成された燃料電池ベースの電源装置を
制御するように構成されており、
　　前記コンピュータプログラムが、前記電子デバイス上で実行されたとき、
　前記電子デバイスを識別することと、
　　ｉ）前記燃料電池ベースの電源装置に対して前記電子デバイスを識別する識別メッセ
ージを前記電源装置に送ること、または、
　　ｉｉ）前記電子デバイスを識別することにより、充電プロファイルを決定し、前記充
電プロファイルを含む充電プロファイル・メッセージを前記電源装置に送ること、
　のいずれかを実行することと、
を行うよう構成されている、
電源装置。
【請求項１４】
　前記制御器が計測された前記電流フローに基づいて前記電子デバイスを複数のカテゴリ
ーのうちの１つにカテゴライズするように構成され、各カテゴリーは異なる閾値電流が関
連付けられている、請求項１３に記載の電源装置。
【請求項１５】
　前記制御器は、前記電子デバイスからのメッセージ内の前記ユーザによる選択が可能な
充電レベルを受け取るよう構成されている、請求項１３に記載の電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池により生成された電力を電子デバイスに供給する、おそらくは前記
電子デバイスのバッテリーを充電するための電源装置に関する。電源装置と電子デバイス
との間の電力のフローを制御する制御器も開示される。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池は、モバイル電話、携帯型音楽プレーヤ、タブレット・コンピュータ、または
ラップトップ・コンピュータなどの電子デバイスに対して電力を供給するために使用され
得る。通常、これらの電子デバイスは主電源から電力を受け取る。しかし主電力が利用可
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能でない場合、例えば、燃料電池ベースの電源装置が使用され得る。係る燃料電池・電源
装置は燃料電池を含み得る。燃料電池は、燃料格納容器から燃料と、任意の他の反応物質
と、を受け取り、電力を生成する。次に燃料電池は、この電力を、燃料電池に連結された
電子デバイスに供給する。燃料電池・電源装置は、ポータブル型で、交換可能な燃料格納
容器を含み得るものであり、したがって、使用のための電力を、または電子デバイスを充
電するための電力を、提供することに関して特に便利である。
【０００３】
　従来の電気化学的燃料電池は、燃料および酸化剤を、一般にその両方を気体流の形態で
、電気エネルギーおよび反応生成物へと変換する。水素および酸素を反応させるための一
般的な種類の電気化学的燃料電池は高分子イオン（陽子）移動膜を含み、燃料および空気
が移動膜のそれぞれの側面上を通される。陽子（すなわち水素イオン）は移動膜を通して
伝導され、燃料電池のアノードおよびカソードを接続する回路を通して伝導される電子に
より均衡される。利用可能な電圧を増加させるために、別個のアノードおよびカソードの
流体供給チャネルとともに配列された、いくつかの係る膜を含むスタックが形成され得る
。係るスタックは通常、スタックの両端部で端部プレートにより一緒に保持された、いく
つかの個々の燃料電池プレートを含むブロックの形態である。アノード供給チャネルは、
アノード流入マニホールドとアノード流出マニホールドとの間で延長するフロープレート
で形成される。カソード供給チャネルも、カソード流入マニホールドとカソード流出マニ
ホールドとの間で延長するフロープレートで形成される。燃料電池プレートは、一方の側
面上にアノード供給チャネルと、他方の側面上にカソード供給チャネルと、を有し得る。
スタックにより生成された電気エネルギーは、スタック端子から受け取られ、次に他のデ
バイスに供給され得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様によれば、電子デバイスに電力を供給して電子デバイスのバッテリ
ーを充電するために電子デバイスに連結されるよう構成された電源装置が供給される。こ
の電源装置は、前記の電力を生成するための燃料の供給を受けるよう構成された燃料電池
を含み、この電源装置は、電子デバイスのバッテリーが完全充電状態に到達する前に、事
前決定された電力フローに基づいて電子デバイスに対する電力の供給を中断するよう構成
された制御器をさらに含む。
【０００５】
　これは有利である。なぜなら、初期充電期間の間はバッテリーを充電するレベルの充電
電流を供給し、次に充電電流の供給を中断することにより、電源装置がより効率的に動作
することが可能となり得るためである。充電中は、バッテリーが、バッテリーがほぼ完全
に充電される時点まで、実質的に一定レベルの充電電流を流すことは一般的である。次に
、バッテリーが完全充電状態に到達すると、バッテリーはより低い電流を流すか、または
その電流の流れを減少させる。バッテリーが低い電流を流しているときに燃料電池を動作
させることは非効率的あり得、したがって電子デバイス／バッテリーにより流される電流
が、完全充電状態よりも低い充電レベルに対応する閾値より低くなったとき、電源装置は
燃料電池をシャットダウンし得る。
【０００６】
　電源装置と電子デバイスとの間の電流フローが、前記の制御器により判定され得るゼロ
より大きい閾値電流より小さくなったとき、制御器は電子デバイスに対する電力の供給を
中断するよう構成され得る。したがってバッテリーの充電状態はバッテリーにより流され
る電流を監視することにより判定され得る。
【０００７】
　制御器は、電子デバイスと電源装置との連結時に、閾値電流を判定するよう構成され得
る。制御器は、電子デバイスに対する電流フローを測定し、前記の測定された電流フロー
に基づいて、閾値電流を判定するよう構成され得る。制御器は、電子デバイスが電源装置
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に連結された時点からの事前決定された期間に対する閾値電流を判定するために電流フロ
ーを測定するよう構成され得る。これは有利である。なぜなら、略完全充電される前にバ
ッテリーが流す実質的に一定である充電電流の測定に基づいて、制御器が、電力の供給を
停止すべきときの電流閾値を判定し得るためである。
【０００８】
　制御器は、測定された電流フローに基づいて、電子デバイスを、複数のカテゴリーの中
の１つのカテゴリーにカテゴライズするよう構成され得る。なお各カテゴリーは異なる閾
値電流が関連付けられている。電子デバイスまたは電子デバイスのバッテリーが、充電時
に、特定的なバンドに属する電流を流すことは一般的である。したがって初期の電流の流
れに基づいて電子デバイスまたはそのバッテリーをカテゴライズすることは、適切な閾値
電流を選択することを可能にし得る。
【０００９】
　制御器は、連結された電子デバイスに対して使用するための閾値電流を指示するメッセ
ージを受け取るよう構成され得る。制御器は通信モジュールを使用して外部データベース
を照会し得る。制御器は、制御器に対して電子デバイスを識別するための識別メッセージ
を電子デバイスから受け取り、識別メッセージを使用して、電力を前記の電子デバイスに
供給するときに使用するための閾値電流を決定するよう、構成され得る。電子デバイスが
電源装置に接続されたとき、制御器は製品コードまたはベンダー識別子を受け取り得る。
この情報を使用して制御器は、可能ならば通信モジュールを使用して、電子デバイスを充
電するために電力を供給するときに使用する閾値電流を決定するために、電源装置に対し
て内部または外部にあるデータベースを調査する。
【００１０】
　制御器は、電子デバイスから充電プロファイル・メッセージを受け取り、充電プロファ
イル・メッセージを使用して、前記の電子デバイスに対して電力を供給するときに使用す
るための閾値電流を判定するよう構成され得る。充電プロファイル・メッセージは電力の
供給を中断するために使用する閾値電流を含み得る。充電プロファイル・メッセージは、
電源装置に関連付けられ且つ電子デバイス上で実行されるアプリケーションまたは「アプ
リ」により供給され得る。したがって制御器は、その特定的な電子デバイスに対して使用
するための電流閾値を通知され得、引き続き、流される電流を監視し、それに応じて電源
供給を中断することができる。
【００１１】
　制御器は、燃料電池の効率レベルが事前決定された効率レベルより低下することに基づ
いて、いつ電力の供給を中断すべきかを判定するよう構成され得る。したがって効率レベ
ルは、バッテリーが完全充電状態に到達する前に電子デバイスの充電が中断されるよう定
められ得る。
【００１２】
　電源装置はポータブル型であり得る。電源装置は交換可能な燃料カートリッジを受容す
るよう構成され得る。
【００１３】
　本発明の第２の態様によれば、電子デバイス上で実行されるコンピュータプログラムま
たはコンピュータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラム製品または
コンピュータプログラム製品は、電子デバイスに対して電力を提供するよう適応された燃
料電池ベースの電源装置を制御するよう構成されている。このコンピュータプログラムは
、電子デバイス上で実行されたとき、
　電子デバイスを識別することと、
　　ｉ）燃料電池ベースの電源装置に対して電子デバイスを識別する識別メッセージを電
源装置に送ること、または、
　　ｉｉ）電子デバイスの独自性を使用して、充電プロファイルを決定し、前記の充電プ
ロファイルを含む充電プロファイル・メッセージを電源装置に送ること、
　のいずれかを実行することと、
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を行うよう構成されている。
【００１４】
　識別メッセージは、電子デバイスに対する電力の供給を中断するための閾値電流を決定
するために電源装置により使用され得る。充電プロファイル・メッセージは、本発明の第
１の態様に関連して説明したように電子デバイスに対する電力の供給を中断するために使
用する閾値電流を含み得る。
【００１５】
　本発明の第３の態様によれば、電子デバイスのバッテリーを充電するための充電電流で
あって、電源装置により供給される充電電流のフローを制御するよう構成された制御器が
提供される。この制御器は、電子デバイスの動作状態であって、前記の電子デバイスがユ
ーザにより使用されているかどうかを含む動作状態の判定に基づいて、電源装置からの充
電電流の供給を中断するよう構成されている。
【００１６】
　これは有利である。なぜなら制御器が、電子デバイスの操作者不在であるときを判定し
、それに応じて電子デバイスのバッテリーの充電を停止することが可能であるためである
。航空機上で電子デバイスを充電することに関しても、これは有利であり得る。前記の電
子デバイスがユーザにより使用されているかどうかの判定は、事前決定された先行期間に
おける非使用がユーザによる電子デバイスの使用がなかったことを示すものとみなされ得
るよう、使用期間にわたって判断され得る。
【００１７】
　電源装置はポータブル型発電装置を含み得る。電源装置は、前記の充電電流を生成する
ための燃料を受容するよう構成された燃料電池を含み得る。
【００１８】
　動作状態は、電子デバイスが機内モードにあるかどうかをさらに含み得る。これは有利
である。なぜなら、電子デバイスが機内モードでの使用中においてのみ充電電流の中断が
起こり得るためである。電子デバイスが使用中ではなく且つ機内モードにあることを電子
デバイスの動作状態が示す場合に充電電流の供給を中断するよう、制御器は構成され得る
。このことは、電子デバイスが使用中ではない（したがって充電電流の中断は生じ得る）
が、航空機内にないときに、ユーザに対する不便を防止する。電子デバイスにより提供さ
れる事前決定された通信チャネルの利用可能性を監視することにより電子デバイスが機内
モードにあるかどうかを判定するよう、制御器は構成され得る。
【００１９】
　制御器は、充電電流の供給の中断時に、充電電流よりも低く且つ電子デバイスのバッテ
リーを充電するには不十分である動作電流が流れることを可能にするよう構成され得る。
代替的に、充電電流の中断は電源装置による発電の停止を含み得る。電力の供給を中止す
るよりもむしろバッテリーを消費することなく発電装置からの電力を使用して電子デバイ
スを動作させることが可能であり得るため、バッテリーを充電することが不可能なレベル
にまで供給電流を低下させることは有利であり得る。
【００２０】
　制御器は、
　ｉ）電子デバイスのプロセッサのプロセッサ利用と、
　ｉｉ）電子デバイスのディスプレイ照明器のディスプレイ照明器状態と、
　ｉｉｉ）電子デバイスに対するユーザ入力の受容と、
　ｉｖ）周辺光状態と、
　ｖ）動きと、
　ｖｉ）周囲音響レベルと
のうちの１つまたは複数を判定することにより、電子デバイスが使用中であるかどうかを
判定するよう構成され得る。
【００２１】
　充電電流の中断が行われるためには、これらの活動状態のうちの１つもしくは複数また
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は全部が満足されることが必要であり得る。各活動状態は関連付けられた閾値を有し、当
該閾値が超過されると、電子デバイスは非使用状態にあるとみなされる。閾値は時間要素
を含み得る。ここでは、特定的な活動状態が事前決定された時間的期間にわたり特定値よ
り低くなければならない。したがってプロセッサ利用に対する閾値は例えば最大利用の５
％であり得る。非使用を示すためには、ディスプレイ照明器状態は「オフ」であることが
必要であり得る。ユーザ入力の受容に対する閾値は、ユーザ入力が最後に受容された時点
からの時間的期間を含み得る。周辺光閾値は、特定的な光輝度レベル（例えば周辺光が実
質的にまったく検出されない）を含み得る。動きに対する閾値は、動きがまったく検出さ
れない事前決定された時間的期間、または事前決定された加速度閾値より低い動きのみが
検出される時間的期間であり得る。他の実施形態では、加速度閾値が時間ベースの閾値に
代わって使用され得る。周囲音響レベルに対する閾値は、音がまったく検出されない事前
決定された時間的期間、または事前決定された等級閾値または周波数プロファイルより小
さい音のみが検出される時間的期間を含み得る。
【００２２】
　電源装置は光センサを含み、周辺光状態の情報を制御器に提供するよう構成され得る。
したがって制御器は、電子デバイスが使用中である可能性を判定するために、それ自体の
センサを含み得る。動作状態は、光センサから受け取られた周辺光レベルが事前決定され
た閾値より小さいかどうかの判定を含み得る。例えば電子デバイスが収納ケース、バッグ
、または食器棚内に配置され得、周辺光状態は電子デバイスが使用中であるかどうかを示
し得る。
【００２３】
　制御器は電源装置の一部を形成し得る。制御器は電源装置の一部を形成してもよく、ま
たは制御器上のアプリケーションを含んでもよい。制御器は電源装置および電子デバイス
上に分散され得る。
【００２４】
　本発明の第４の態様によれば、本発明の第３の態様に係る制御器を含む電源装置が提供
される。
【００２５】
　本発明の第５の態様によれば、電源装置から電子デバイスへの充電電流の供給を制御す
るために電子デバイス上で実行されるよう構成されたコンピュータプログラムまたはコン
ピュータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラムは、実行されたとき
に本発明の第３の態様に係る制御器の機能を実行するコードを含む。
【００２６】
　本発明の第６の態様によれば、電子デバイスに電力を供給して電子デバイスのバッテリ
ーを充電するために電子デバイスに連結されるよう構成された電源装置が提供される。こ
の電源装置は、前記の電力を生成するための燃料の供給を受け取るよう構成された燃料電
池と、電源装置が電子デバイスに接続されている間、ユーザによる選択が可能な充電レベ
ル（完全充電状態より低いレベル）に基づいて電子デバイスに対する電力の供給を自動的
に中断するよう構成された制御器と、を含む。
【００２７】
　これは有利である。なぜなら、電子デバイスが到達することを電源装置のユーザにより
希望される充電レベルがユーザにより設定可能であり、それにより消費される燃料の量を
制御することが可能となるためである。例えば、主要電源がすぐ手の届くところにあり、
主要電源において電子デバイスを充電することができることをユーザが知っている場合は
、ユーザは５０％の充電レベルしか必要としない場合もある。その場合、ユーザが、ユー
ザによる選択が可能な５０％の充電レベルを提供すると、その充電レベルが到達されたと
き、電源装置は充電プロセスを自動的に中断することが可能となるであろう。
【００２８】
　制御器は、電子デバイスからのメッセージ内のユーザによる選択が可能な充電レベルを
受け取るよう構成され得る。したがって電子デバイスは、所望の充電レベルを設定するた



(8) JP 6670753 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

めにユーザが使用し得るアプリケーションまたは「アプリ」を含み得る。代替的に、また
は加えて、電源装置は、所望の充電レベルのユーザ入力を受け取るための充電レベル入力
インターフェースを含み得る。
【００２９】
　制御器は、電子デバイスに対して供給される電力を監視することと、電子デバイスに対
する事前決定された電力フロープロファイルおよび充電レベル・メッセージを使用して、
電子デバイスに対する電力フローが所望の充電レベルに等しいレベルに到達したとき電力
の供給を中断することと、を行うよう構成され得る。
【００３０】
　制御器は、電子デバイスから受け取られた充電レベル・メッセージを使用して、電子デ
バイスのバッテリーの充電レベルを監視するよう構成され得る。なお充電レベル・メッセ
ージは充電レベルを制御器に報告する。
【００３１】
　制御器は、供給中断メッセージを電子デバイスから受け取ることと、前記のメッセージ
に応答して、電子デバイスに対する電力の供給を自動的に中断することと、を行うよう構
成され得る。したがって電子デバイスは、ユーザによる選択が可能な充電レベルを受け取
ることと、バッテリーの充電レベルがユーザの選択による充電レベルに到達したとき、電
力の供給を中断するために供給中断メッセージを電源装置に送ることと、を（可能ならば
電子デバイス上のアプリケーションにより）行うよう構成され得る。制御器は電源装置お
よび電子デバイスの両方に存在するものと考えられ得る。
【００３２】
　本発明の第７の態様によれば、バッテリーにより電源供給される電子デバイスのための
制御器が提供される。この制御器は、電子デバイスに電力を供給してバッテリーを充電す
るために電子デバイスに連結されるよう適応された電源装置を制御するよう構成され、こ
の電源装置は、前記の電力を生成するための燃料の供給を受け取るよう構成された燃料電
池を含み、この制御器は、完全充電状態よりも低いユーザによる選択が可能な充電レベル
を受け取ることと、電源装置が電子デバイスに接続されている間、ユーザによる選択が可
能な充電レベルに基づいて電子デバイスに対する電力の供給を中断するために制御メッセ
ージを電源装置に送ることと、を行うよう構成されている。
【００３３】
　制御メッセージは供給中断メッセージを含み得、この供給中断メッセージは電子デバイ
スに対する電力供給を中断するよう電源装置に対して命令する。制御器はユーザの選択に
よる充電レベルを含む選択された充電レベル・メッセージを電源装置に送るよう構成され
得る。制御メッセージは充電レベル・メッセージを含み得る。この充電レベル・メッセー
ジはバッテリーの現時点における充電レベルを電源装置に通知する。
【００３４】
　制御器は、第７の態様に係る制御器の機能を実行するコードを有するコンピュータプロ
グラムまたはコンピュータプログラム製品を含み得る。このように電子デバイスは、ポー
タブル型燃料電池電源装置からの充電プロセスの制御を提供する「アプリ」を含み得る。
【００３５】
　以下の添付の図面を参照しつつ、本発明の実施形態に関する詳細な説明を、例示として
のみ、以下に提供する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】電子デバイスに接続された電源装置を示す図である。
【図２】第１電子デバイスのバッテリーを充電するために電源装置から電力を受け取る第
１電子デバイスの電流の流れのグラフである。
【図３】電子デバイスのバッテリーを充電するために電源装置から電力を受け取る、第１
電子デバイスおよび第２電子デバイスの電流の流れのグラフである。
【図４】作動された機内モードを有する電子デバイスに接続された電源装置を示す図であ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１では電源装置１が示されている。電源装置１は、電力を生成するために燃料格納容
器３から燃料の供給を受け取るよう構成された燃料電池２を含む。この実施形態では、電
源装置１はポータブル型であり、燃料格納容器３は交換可能として構成されている。電子
デバイス４に電力を供給するために電子デバイス４に連結された電源装置１が示されてい
る。電子デバイス４はＵＳＢケーブルなどのケーブル５により電源装置１に連結されてい
る。電力が電磁場により供給されるよう誘導結合により、または、任意の他のケーブルも
しくは電力伝達手段により、電子デバイス４が電源装置１に連結され得ることが理解され
るであろう。電源装置１は制御器６を含む。なお制御器は、電子デバイス４のバッテリー
７が完全充電状態に到達する前に電子デバイス４に対する電力の供給を中断するために、
電子デバイスに対する電力フローを判定するよう構成されている。バッテリー充電状態は
電子デバイスにより電源装置に報告され得る。しかしこの事例では、係る報告は、いつ電
源装置１と電子デバイス４との間の電流フローが、前記の制御器６により判定されるゼロ
より大きい閾値電流よりも小さくなるか、を判定することにより、達成される。
【００３８】
　図２では、電子デバイス４のバッテリー７が電源装置１から受け取られた電力により充
電される際に一定期間にわたり電子デバイス４により流される電流のプロット２０が示さ
れている。電子デバイス４がｔ＝０で接続されると、電流は初期接続期間２１において急
激に増加する。電子デバイス４がＵＳＢポートにより接続されている場合、ＵＳＢデバイ
スが最初に接続されたとき、初期接続期間２１はハンドシェイク期間を含み得る。電流は
実質的に安定的な値ＩＣに到達する。なおＩＣは初期接続期間２１後の充電電流を表す。
電子デバイス４のバッテリー７の充電中は、充電電流は比較的一定であることが知られて
いる。充電プロセスの終了が近づくにつれて、電子デバイス４により流される電流は、領
域２２により示されているように低下することが知られている。バッテリーと、電子デバ
イス４の種類と、に依存することではあるが、この事例では、電流の流れの低下はバッテ
リーの８５％充電レベル付近で始まっている。電子デバイス４により流される電流は、バ
ッテリーが完全充電状態（１００％と表記される）に達するまで、低下する。その後、電
子デバイスは動作電流ＩＯを流す。このＩＯは、その電流の一部がバッテリーを１００％
充電状態に保つために使用され得ることが理解されるであろうが、電子デバイス４のバッ
テリーを充電するよりもむしろ電子デバイス４を動作させることに対して電力を供給する
。
【００３９】
　燃料電池２は要求される電圧と、電流ＩＣと、を効果的に供給するよう構成され得る。
しかし網掛けエリア２３により表される電流の流れが低下する期間の間、燃料電池は効率
が低い状態で動作される。電子デバイス４がＩＣよりも小さい電流を流す場合には燃料格
納容器３からの燃料が著しく浪費され得ることが知られている。係る浪費は、燃料電池が
、ＩＣを供給する場合よりも、より低い効率で動作することによるものである。電源装置
が、燃料格納容器３内に限られた量の燃料しか有さないポータブル型装置である場合、電
源装置にとっては効果的に動作することが有利である。
【００４０】
　したがって制御器６は、燃料電池２を制御し、それにより、電子デバイスが完全充電状
態に達する前に電子デバイス４に対する電力の供給が制御器６により中断されるよう、構
成され得る。この中断は、電子デバイスにより流される電流が閾値電流Ｉｔより低くなっ
たときに、行われ得る。この事例では、特定的な電子デバイス４に関して、電流値Ｉｔは
完全充電状態のおよそ９０％の電流レベルに相当する。この時点で電力の供給を中断する
ことにより、領域２３において電力を供給することに費やされる時間が減少され、したが
って効率が改善される。したがって電流の流れがＩｔに到達したとき制御器６は燃料電池
による発電を中断し、バッテリーは９０％まで充電された状態に保たれる。閾値電流Ｉｔ
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が代替的に特定的な燃料電池効率に対応するものと考えられ得ることが理解されるであろ
う。したがって燃料電池２の動作が閾値効率値より小さいと、制御器６は電力の供給を中
断し得る。プロット２０の全般的形状は、充電時において多数の電子デバイスに共通する
ことが知られている。したがってバッテリーを完全充電状態まで充電するよりも、制御器
は、燃料電池２の効率を維持するために、電力の供給を中断する。この事例は燃料電池の
電源装置に関するものであるが、本発明はあらゆるポータブル型発電装置に対して有益と
なり得る。
【００４１】
　制御器は、バッテリーを非効率的に充電するよりもむしろ、電力の供給が動作電流Ｉｏ

で再開されるよう電源装置１を再構成し得る。したがって制御器は、異なる出力電圧を提
供するよう電源装置１を再構成し得る。制御器は、電子デバイス４により流された電流を
監視することと、燃料電池２の性能を監視することと、これら２つの状態に基づいて出力
電圧を選択することと、を行うよう構成され得る。
【００４２】
　第１の事例では、閾値電流は事前決定値を含み得る。代替的に閾値電流が制御器６によ
り計算されてもよい。１つの事例では制御器は、電子デバイス４が電源装置１に接続され
た後の初期期間の間の電子デバイスの電流の流れを判定し得る。初期期間は電源装置１と
電子デバイス４とが連結された瞬間からの時間的期間を含み得る。電流の流れの平均が初
期期間にわたって計算され得る。初期期間は、電流の流れが（制限内の）安定値に到達し
た後にのみ、開始し得る。図２で示されているように、初期期間２４は、領域２１におけ
る初期連結時の電流の流れにおける変化が無視されるよう、時間的に配置される。期間２
４は、事前決定された時間的期間を、または制御器６による事前決定された回数のサンプ
ル抽出された測定を、含み得る。
【００４３】
　制御器６は、期間２４にわたって電流の流れをサンプル抽出し、それにより電子デバイ
スの「充電電流」を判定し得る。「充電電流」は、電子デバイス４が領域２２においてそ
の電流の流れを低下させる以前の期間２５の間に流された実質的に一定の電流を含む。し
たがって制御器は初期の電流の流れをＩｃとして判定し得る。次に制御器は、測定された
電流フローを使用して、閾値電流Ｉｔを判定するよう構成され得る。この事例では閾値電
流は充電電流Ｉｃの、制御器が計算し得る、例えば８０％などのパーセンテージを含み得
る。代替的に、参照テーブルが提供されてもよい。閾値電流を判定するために測定値を使
用するときに、制御器６がこの参照テーブルを参照する。
【００４４】
　さらなる事例では制御器は、測定された電流の流れにより電子デバイス４をカテゴライ
ズし、それに応じて閾値電流を割り当て得る。
【００４５】
　図３では２つの異なる電子デバイスの２つのバッテリー充電プロファイルが示されてい
る。第１プロファイル３０ａは例えばモバイル電話のプロファイルを含む。第２プロファ
イル３０ｂは例えば携帯型音楽プレーヤのプロファイルを含む。プロファイル３０ａおよ
びプロファイル３０ｂが任意の電子デバイス用となり得ることは理解されるであろう。制
御器６は上述の技術を使用して電子デバイスにより流される初期電流を測定するよう構成
される。したがって制御器６は、充電電流の流れＩｃ１を有するものとして第１電子デバ
イスを、充電電流の流れＩｃ２を有するものとして第２電子デバイスを、識別し得る。こ
れらの値に基づいて制御器は２つの電子デバイスを、２つの分類すなわち「高電流デバイ
ス」または「低電流デバイス」のうちの１つにカテゴライズするよう構成される。制御器
は電子デバイスを分類する目的のために事前定義された電流の流れの範囲を有し得る。代
替的に制御器は事前決定された分類電流を含んでもよい。ここで、測定された電流が上記
の分類電流より大きい場合、電子デバイスは「高電流」デバイスとして、測定された電流
が分類電流以下である場合、電子デバイスは「低電流」デバイスとして分類される。この
分類アプローチは有利であり得る。なぜなら多数の電子デバイスが２つの電流レベルのう
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ちの実質的に１つの電流レベルで充電されることが知られているためである。
【００４６】
　電子デバイスが制御器により分類されると、電子デバイスのバッテリーの充電が中断さ
れる閾値電流がただちに決定される。閾値電流はこの分類に基づいて事前決定され得る。
代替的に、第１カテゴリーに対する閾値電流は測定された電流の第１パーセンテージを含
み得、その一方で、第２カテゴリーに対する閾値電流は測定された電流の第２パーセンテ
ージを含み得る。第１プロファイル３０ａが閾値電流Ｉｔ１を有することが図３から見ら
れ得る。ここで閾値電流Ｉｔ１は、初期期間３１ａの間に測定された充電電流の例えば８
０％を含む。第２プロファイル３０ｂが閾値電流Ｉｔ２を有することが図３から見られ得
る。ここで閾値電流Ｉｔ２は、初期期間３１ｂの間に測定された充電電流の例えば９０％
を含む。これらの閾値電流制限の結果として、第１電子デバイスの充電は完全充電状態の
およそ９０％で中断されることがあり、第２電子デバイスの充電は完全充電状態のおよそ
９５％で中断されることがある。
【００４７】
　さらなる事例では閾値電流は、電流の流れにおける（減少閾値を越える）低下が検出さ
れた後の事前決定された時間的期間（例えば図２の時点２６後の時間的期間）の後に到達
される電流を含み得る。減少閾値は、充電電流における変動が、時点２６が到達される前
にタイマを開始することを防止し得る。
【００４８】
　燃料電池２から電子デバイス４に供給された電力が電子デバイス４のバッテリーを充電
するために使用されているか、または電子デバイスを動作させるためだけに使用されてい
るかどうかを識別するよう、電源装置はさらに構成され得る。一般に、単に動作されてい
るのみの電子デバイス４により流される電流は、電子デバイス４が電子デバイス４のバッ
テリーを充電しているときよりも低い。したがって制御器はさらなる電流閾値または範囲
を有するよう構成され得る。係る電流閾値または範囲は、上述のカテゴリーより低い電流
レベルであり得る。さらなる電流レベルより低い電流を流す電子デバイスは、そのバッテ
リーを充電するよりもむしろ動作していると考えられ、したがって、電流の流れが低下し
たときの電力供給の中断は、電子デバイスが連続的に動作され得るよう、無効化される。
【００４９】
　さらなる事例では、閾値電流は、電源装置１に接続された電子デバイス４を識別する情
報を使用して判定され得る。特に電子デバイスが電源装置１に接続／連結されているとき
、係る情報は識別メッセージの一部としてベンダーＩＤおよび／または製品ＩＤを報告し
得る。係る識別メッセージは、ＵＳＢ規格またはプラグ・アンド・プレイ（ＰｎＰ）規格
などの既存の規格の一部であり得る。
【００５０】
　制御器６は、識別メッセージを受け取り、事前決定されたデバイスに特定的な情報また
はデバイスの種類に特定的な情報を使用して、電子デバイスに対する閾値電流を判定する
よう、構成され得る。したがって電子デバイスの充電プロファイルまたはカテゴリー（モ
バイル電話、ラップトップ、その他）は事前決定され、制御器のメモリ内に格納され得る
。充電プロファイルは、閾値電流、流される電流が減少する時点、異なる電流の流れにお
いて到達されるバッテリー充電レベル、または、特定的な電子デバイスまたは電子デバイ
スのカテゴリーが充電のための電力をどのようにして典型的に受け取るかに関する任意の
他の情報、のうちの１つまたは複数を識別する情報を含み得る。したがって制御器は識別
メッセージを使用して事前決定されたデータから閾値電流を受け取り得る。
【００５１】
　さらなる事例では制御器６は、特定的な電子デバイスに対して使用するための閾値電流
を要求するために、通信要素を使用し得る。例えば制御器６は使用するための閾値電流に
関してインターネット上のサーバに問合せを行い得る。制御器６はこの機能を実行するた
めに電子デバイス４の通信能力を使用してもよい。したがって電子デバイスは、電源装置
１に対してインターフェースを提供するアプリケーションまたは「アプリ」を含み得る。
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したがって制御器６は、電子デバイスに電力を供給するときに使用するための充電プロフ
ァイルおよび／または閾値電流をダウンロードするために、アプリにより提供されるイン
ターフェースを使用し得る。
【００５２】
　したがってアプリは、電子デバイスの種類を電源装置１に通知するための識別メッセー
ジを送るよう適応されてもよく、および／または、電力の供給を中断すべき電流閾値を電
源装置に通知する充電プロファイル・メッセージを送るよう適応されてもよい。
【００５３】
　さらなる事例では制御器６は、ユーザによる選択が可能な充電レベルに基づいて電子デ
バイスのバッテリーが完全充電状態に到達する前に電子デバイスに対する電力の供給を自
動的に中断するよう構成され得る。したがって電子デバイス４は制御器を含み得る。この
事例では、この制御器は、所望の充電レベルのユーザ入力を受け取り得る、電子デバイス
４上で実行可能な「アプリ」としてのソフトウェアとして具体化されている。
【００５４】
　ユーザは、このアプリを使用して、特定の充電レベルを特定すること、または複数のオ
プションから例えば１０％充電、２０％充電、３０％充電、……、７０％充電、８０％充
電、または９０％充電などを選択すること、が可能であり得る。オプションの細かさの他
にも最大および最小の選択可能な充電レベルが他の値であり得ることは理解されるであろ
う。ポータブル型燃料電池電源装置１は燃料の供給が制限されているため、完全充電状態
の前に充電を自動的に停止するための選択可能なオプションをユーザに提供することは、
燃料の節約が可能となるため、有利である。例えばユーザは、電子デバイスを充電するた
めに主電源が利用可能である家庭に到着する前に、数時間のみ電子デバイスを使用するこ
とが必要となる場合もある。したがってユーザは、この時間的期間および期待される使用
量に対しては５０％充電レベルで十分であろうと判定し得る。その場合、ユーザが、ユー
ザによる選択が可能な５０％充電レベルを提供すると、その充電レベルが到達されたとき
、電源装置は充電プロセスを自動的に中断することが可能となるであろう。電源装置が電
子デバイスに接続されたとき充電開始の前にアプリは所望の充電レベルの入力をユーザに
対して自動的に促し得る。
【００５５】
　アプリは、電源装置１または電源装置１の制御器６と通信し、それにより、充電レベル
電子メッセージ内のユーザにより選択された充電レベルを電源装置１に通知するよう構成
され得る。このメッセージはケーブル５を介して供給され得る。次に電源装置１は、選択
された充電レベルを達成するために電力の供給をいつ中断するべきかを判定し得る。電子
デバイス上のアプリよりもむしろ、電源装置は、所望の充電レベルのユーザ入力を受容す
るために、例えばキーパッドなどのユーザ入力インターフェースを含み得る。
【００５６】
　制御器６は、電力フロー対充電レベルの事前決定された充電プロファイルを使用し得る
。したがって充電レベル・メッセージが受け取られると、その充電レベルに対応する電力
フローレベルまたは電流フローレベルが判定され得る。次に制御器は、電力フローが到達
されたとき、電力の供給を自動的に中断し得る。代替的に、アプリが充電レベルを制御器
６に定期的に報告し、制御器６は適切な時間に電力供給を中断し得る。
【００５７】
　しかしこの事例では、電子デバイス４上のアプリは、充電中にバッテリー７の充電レベ
ルを監視し、いつ充電レベルがユーザの選択による充電レベルに到達したかを判定するよ
う構成され得る。充電レベルがユーザの選択による充電レベルに到達したとき、アプリは
、電源装置１に対してケーブル５を介して供給中断電子メッセージを送信するよう構成さ
れ、前記のメッセージに応答して、制御器６は電子デバイスに対する電力の供給を自動的
に中断するよう構成されている。電子デバイス４と電源装置１との間のメッセージがケー
ブル５を介して送られるものと説明されているが、ワイヤレス通信などの他の通信チャネ
ルが使用されてもよいことが理解されるであろう。
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【００５８】
　図４では電源装置４１が示されている。電源装置４１は図１で示される電源装置と同等
であり、対応する参照番号が使用されている。この図面では、電子デバイス４４は機内モ
ードにある。航空機上における電子デバイスの使用は種々の制約を受ける。本明細書に記
載の電源装置４１は簡便且つ運搬可能な電力の供給源を提供し、したがって、どのように
して電源装置が航空機に関する制約を満足する電力を供給するかを制御することは有利で
あり得る。
【００５９】
　制御器４６ａおよび制御器４６ｂは、電子デバイス４４のバッテリー４７を充電するた
めの充電電流のフローを制御する。充電電流はケーブル４５を介して電源装置４１により
、さらに詳細には、制限されたエネルギー供給を有するポータブル型発電装置により、供
給される。電源装置４１は、前記の充電電流を生成するために交換可能な燃料格納容器４
３から燃料の供給を受けるよう構成された燃料電池４２を含む。制御器４６ａおよび制御
器４６ｂは、電子デバイス４４の動作状態の判定に基づいて、電源装置４１からの充電電
流の供給を中断するよう構成されている。なお前記の動作状態は、前記の電子デバイス４
４がユーザにより使用されているかどうかを含むものである。したがって、電子デバイス
がユーザにより使用されず、したがって操作者不在であることが検出された場合、制御器
はバッテリーの充電を防ぐことができる。
【００６０】
　制御器４６ａおよび制御器４６ｂは、電子デバイスが機内モードにあるかどうかも判定
するよう構成され得る。したがって動作状態は、充電電流が中断される前に２つの要因が
満足される必要があるというものになり得る。すなわち、電子デバイスは機内モードにな
ければならず、また電子デバイスが現時点で使用されず、したがって操作者不在であり得
る。
【００６１】
　燃料電池充電器４２は電源・通信ケーブル４５（例えばＵＳＢケーブルなど）により電
子デバイス４４に接続されている。したがって電源装置４１は、電子デバイス４４のバッ
テリー４７を充電するために電力を供給することと、バッテリー４７を充電することなく
電子デバイス４４を動作させるために電力を提供することと、電子デバイスと通信するこ
とも、行うことが可能である。したがって電源装置４１は制御器４６ａの１部分を含む。
制御器４６ａの１部分は、ソフトウェアとして具体化されてもよく、電源装置４１のプロ
セッサ上で実行されてもよく、またはハードワイヤード制御器として提供されてもよい。
電子デバイス４４は制御器４６ｂの１部分も含む。制御器４６ｂの１部分は、電子デバイ
ス４４上で実行されるアプリケーションまたは「アプリ」として提供される。電源装置４
１と通信するためのソフトウェアを実行することができる任意の電子デバイスが使用され
得ることが理解されるべきであるが、この実施形態では電子デバイスは「スマートフォン
」を含む。
【００６２】
　制御器部分４６ａおよび制御器部分４６ｂは、燃料電池４２から電子デバイスまでの電
力のフローを制御するために通信する。第１の事例では、制御器４６ｂは１つまたは複数
の活動指標を制御器４６ａに報告する。活動指標は、電子デバイス４４がユーザにより使
用されているかどかを示す情報を制御器４６ａに提供する。したがって制御器４６ｂは、
　ｉ）電子デバイス４４のプロセッサのプロセッサ利用と、
　ｉｉ）電子デバイス４４のディスプレイ照明器４８のディスプレイ照明器状態と、
　ｉｉｉ）電子デバイス４４に対するユーザ入力の受容と、
　ｉｖ）運動センサ（図示せず）からの動きまたは運動の検出と、
　ｖ）周囲音響レベルと、
のうちの１つまたは複数を報告し得る。
【００６３】
　したがって制御器４６ｂは電子デバイスのオペレーティング・システムに対してこの情
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報について問合せを行い得る。プロセッサ利用は制御器４６ｂにより要求され、次に制御
器４６ａに報告され得る。プロセッサ利用が閾値より小さい場合、電子デバイスがユーザ
により活動的に使用されていないものと考えられ得る。したがって制御器４６ａは電子デ
バイスに対する充電電流を中断し得る。
【００６４】
　ディスプレイの状態も、電子デバイスが使用中であるかどうかの表示として使用され得
る。多数の電子デバイス４４は照明されたディスプレイ（例えば液晶ベースのディスプレ
イなど）を有する。係るディスプレイは通常、ディスプレイ照明器４８またはバックライ
トを含む。制御器４６ｂはディスプレイ照明器４８の状態を判定するよう構成され得る。
照明器が電源切断されている場合は、電子デバイス４４が活動的に使用されていないこと
が示されている。制御器４６ｂは充電電流を制御するためにディスプレイ照明器４８の状
態を制御器４６ａに報告し得る。
【００６５】
　制御器４６ｂは、電子デバイス４４がユーザ入力を受容しているかどうかを、および／
またはユーザ入力の頻度を、判定し得る。これは、ボタンの押圧から、またはタッチ感知
性ディスプレイとの相互作用から、判定され得る。閾値時間的期間にわたりユーザ入力が
存在しないことは、電子デバイスが使用中であるかどうかを示し得る。したがって制御器
４６ｂはユーザ入力の頻度を制御器４６ａに報告し得る。
【００６６】
　制御器４６ｂは、電子デバイス４４の加速度計、ジャイロスコープセンサ、または他の
運動センサを使用して、電子デバイス４４が動いているかどうかも判定し得る。モバイル
電話などの電子デバイスが加速度計を含むことは一般的である。事前決定された時間的期
間にわたり動きが検出されない場合は、電子デバイスが使用されていないことが示され得
る。代替的に、または加えて、電源装置４１は、電子デバイスが使用中であることを示す
情報を判定するために運動センサを含み得る。
【００６７】
　制御器４６ｂは、電子デバイスのマイクロフォンを使用して周囲音響レベルを検出する
ことによっても、電子デバイス４４が使用中であるかどうかを判定し得る。電子デバイス
がモバイル電話である場合、制御器４６ｂは、通話を行うために使用される内蔵マイクロ
フォンを使用し得る。例えば周囲音響レベルが事前決定された等級閾値または音響閾値よ
り小さい場合は、電子デバイスが使用されていないこと、またはバッグ等に収納されてい
ること、が示され得る。制御器４６ｂは、マイクロフォンにより検出された音（例えば周
波数プロファイルおよび／または振幅プロファイルなど）を解析し、それにより、係る音
がこもっているかどうかを判定し得る。音がこもっている場合は、電子デバイスが、航空
機の開放された客室内に配置されている（したがって使用中である）ことよりもむしろ、
バッグ内または収納ケース内に配置されている（したがって使用されていない）ことが示
され得る。係る目的のために、燃料供給装置にはマイクロフォンが提供され得る。
【００６８】
　他の活動指標（例えば位置センサまたは方位センサからの入力など）が使用されてもよ
いことが理解されるであろう。例えばスマートフォンは複数のセンサを含み、制御器４６
ｂにより判定されたこれらのセンサからの出力はスマートフォンの動作状態を評価するた
めに使用され得る。
【００６９】
　上の段落において制御器４６ｂがデータを収集し、そのデータを制御器４６ａに報告す
るために使用されていることが理解されるであろう。しかし電子デバイス内の制御器４６
ｂは、活動指標の監視に基づいて充電電流が中断されるべきかどうかを判定するよう構成
され得る。したがって他の事例では制御器４６ｂは、充電電流の供給を中断する命令を制
御器４６ａに送り得る。
【００７０】
　さらなる事例では、電子デバイス４４が使用中であるかどうかを判定するために、光セ
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ンサが使用され得る。電子デバイス４４に光センサが装備され、制御器４６ｂが光センサ
の状態を判定し得る。光センサにより検出された光レベルが閾値より小さい場合、制御器
４６ｂまたは制御器４６ａは、電子デバイスが使用中ではないことを判定し、それにした
がって（使用されるあらゆる他の活動指標の支配下で）充電電流を中断し得る。光センサ
は電子デバイスのカメラを含み得る。例えば、電子デバイスがモバイル電話である場合、
前方向カメラまたは後方向カメラの一方または両方が周辺光レベルを検出するために使用
され得る。これらのカメラは光レベル測定器を有し得る。この光レベル測定器はカメラ内
に装着され、使用される。
【００７１】
　代替的に、または加えて、電源装置４１は光センサ５０を含み得る。光センサ５０は、
（おそらく電子デバイス４４に接続されているときに）電源装置４１が使用中であるか、
または格納状態であるか、を判定するために使用され得る。したがって航空機内での使用
の事例を使用すると、電源装置４１が電子デバイスに接続され、電子デバイスのバッテリ
ー４７を充電するために充電電流を供給している場合、制御器４６ａは光センサ５０を使
用して、電子デバイスが客席内で使用されているかどうか（客席内での使用の場合、光が
光センサ５０により検出されるであろう）、または電源装置４１および電子デバイス４４
が頭上の荷物入れ内に、または座席ポケット内に、格納された状態にあるかどうか（係る
格納状態にある場合、光はほぼ検出されないか、またはまったく検出されないであろう）
、を判定し得る。制御器４６ａが、光センサ５０を使用して、電源装置が暗闇内にある（
すなわち測定された光レベルが事前決定された閾値より低い）ことを判定した場合、制御
器４６ａは（任意の他の活動指標の支配下で）充電電流を中断し得る。
【００７２】
　燃料電池４２が充電電流の供給を中断する事例を、電源装置４１および電子デバイス４
４が航空機上で使用されている場合のみに限定することが有利となる場合もある。したが
って制御器４６ａおよび制御器４６ｂは、電子デバイスが機内モードにあるかどうかを判
定するよう構成され得る。
【００７３】
　機内モードは、セルラ・ネットワーク（例えばＧＳＭ、ＵＭＴＳ）、ＷｉＦｉ、および
／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈなどのワイヤレス通信チャネルを有する多数の電子デバイス
上で一般的な特徴である。機内モードはワイヤレス通信チャネルを無効化し、それにより
航空機のシステムとの干渉を防止する。制御器４６ｂは、電子デバイス４４のオペレーテ
ィング・システムに問合せを行い、それにより電子デバイス４４が機内モードにあるかど
うかを判定するよう構成され得る。したがって制御器４６ａおよび制御器４６ｂは、機内
モードが活性化されている場合にのみ、活動指標に基づいて充電電流の供給を中断すべき
かどうかを決定し得る。
【００７４】
　他の事例では電子デバイスのオペレーティング・システムは、機内モードの選択状態を
報告しないよう構成され得る。したがって、制御器４６ｂが機内モードを示すパラメータ
を評価することが必要となり得る。例えば制御器４６ｂは、この事例における「アプリ」
を含み、電子デバイス４４の通信チャネルの現時点における利用可能性状態を要求するよ
う構成され得る。電子デバイス４４のオペレーティング・システムは、電子デバイス４４
の既知の通信チャネルを介する通信が現時点では可能ではないことを報告し得る。制御器
４６ｂは、ユーザが電子デバイス４４の機内モードを活性化させたことを、このことから
推測し得る。したがって制御器４６ａおよび制御器４６ｂは、上述のように、それに応じ
て充電電流を制御し得る。
【００７５】
　充電電流は電流レベル（電子デバイス４４およびそのバッテリー４７に対して特定的な
値であり得る）を含み得、その電流レベルでバッテリーが充電される。バッテリー４７を
充電することなく電子デバイス４４の動作に対して電力を供給するにあたり十分である、
より低いレベルで、電子デバイス４４に対して電力を供給することが可能であり得る。し
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たがって充電電流の中断は、電源装置４１により供給される電力を、バッテリー４７が充
電されないレベルまで低下させることを含み得る。代替的に、充電電流の中断は電子デバ
イス４４に対する電力伝達を停止することを含み得る。
【００７６】
　さらなる実施形態では、制御器４６は電源装置４１内にのみ配置され、動作状態は例え
ば光センサ５０を使用して判定される。
【００７７】
　バッテリーという用語は、電子デバイスのエネルギー貯蔵を定義するために使用されて
きた。バッテリーという用語が電気化学電池またはキャパシタなどのあらゆるエネルギー
貯蔵装置を含むことが意図されるものであることは、理解されるであろう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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